
 

重度訪問介護利用者等大学等修学支援事業 
 

 

高槻市では、重度障がい者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間にお

いて、重度障がい者に対して修学に必要な身体介護等を提供し、障がい者の社会参加を促進するこ

とを目的とした「重度訪問介護利用者等大学等修学支援事業」を実施します。 

当該事業は、事業者から派遣される支援員によって提供される、大学等への通学や学校内の活動

（排泄や食事等）における身体介護等の支援に要する費用について、支援給付費を支給することに

より実施します。 

利用希望者は裏面の問い合わせ先までご相談ください。 

 

【事業対象者】 

本事業の対象者は、高槻市内に居住し、次の（１）～（３）のすべてに当てはまる方 

（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に基づ

く重度訪問介護の対象者で、重度訪問介護を利用している方もしくはそれに準ずる方  

（２）入学後に停学その他の処分を受けていない方  

（３）学修の意欲があり、病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由による場合を除き、適切

に単位を修得する（している）方 

 

【大学等の要件】 

本事業の対象となる「大学等」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学等（大学

（大学院及び短期大学も含む。）、高等専門学校、専修学校及び各種学校）とし、以下の要件を満たす

ものです。 

（1）障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会及び障がいのある学生

の支援業務を行う部署・相談窓口が設置されていること。  

（2）大学等において、常時介護を要するような重度の障がい者に対する支援体制の構築に向けた計

画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。 

 

【事業内容】 

当該事業は、事業者から派遣される支援員によって提供される、大学等への通学や学校内の活動

（排泄や食事等）における身体介護等の支援に要する費用について、支援給付費を支給することに

より実施します。 

 

【サービスの内容】 

大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等（以下、例示） 

・食事介助 ・排泄介助 ・移動の介助 ・衣類の着脱 ・水分補給 

 



 

※対象とならないサービス（以下、例示） 

・大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わらない活動の支援 

・身体介護等の具体的支援を必要とせず支援員が待機している時間 

・支援員に危険が伴う活動の支援 

・上記に掲げるもののほか、社会通念上この事業を適用することが適当でない活動への支援 

 

【サービス提供費】 

（１） 派遣時間が年間500時間を超えるの者 

所要時間  サービス提供費  

30分未満 1,135 円 

30分以上１時間未満  2,270 円 

１時間以上１時間30分未満  3,405 円 

１時間30分以上２時間未満  4,540 円 

２時間以上２時間30分未満  5,675 円 

２時間30分以上３時間未満  6,810 円 

以後30分ごとに加算  1,135 円 

 

（２） 派遣時間が年間500時間以内の者（ただし、この場合のサービスの提供費の上限は 

年間113万5千円とする。） 

所要時間  サービス提供費  

30分未満 1,960 円 

30分以上１時間未満  3,920 円 

１時間以上１時間30分未満  5,880 円 

１時間30分以上２時間未満  7,840 円 

２時間以上２時間30分未満  9,800 円 

以後30分ごとに加算  1,960 円 

 

【利用者負担額】 

サービス提供費の 100 分の 10に相当する額（ただし、月額負担限度額あり） 

 

【月額負担上限額】 

（１） 生活保護等世帯 0円 

（２） 市町村民税非課税世帯 0 円 

（３） 市町村民税課税世帯 4,000 円 

 

【問い合わせ先】 

障がい福祉課  ＴＥＬ：０７２－６７４－７１６４ 

福祉相談支援課 ＴＥＬ：０７２－６７４－７１７１ 



 

 


